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○扶桑町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱 

令和５年３月28日要綱第２号 

扶桑町地域生活支援拠点等整備事業実施要綱 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施

を確保するための基本的な指針（平成29年厚生労働省告示第116号）の規定に

基づき、障害者等が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、地域

における複数の事業者でその機能を分担して支援を行う体制（以下「地域生

活支援拠点等」という。）の整備を推進し、障害者等の生活を地域全体で支

えるサービス提供体制の整備を図るため、必要な事項を定めるものとする。 

（実施主体） 

第２条 地域生活支援拠点等において実施する事業（以下単に「事業」という。）

の実施主体は、扶桑町とする。ただし、事業の全部又は一部を第５条第３項

の登録事業所又は適切な事業運営ができると認める社会福祉法人等に委託す

ることができる。 

（対象者） 

第３条 事業の対象となる者は、障害者等のうち次に掲げるものとする。 

(１) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成

17年法律第123号。）第19条の規定により町長が介護給付費等の支給決定を

行うこととなる者及びその保護者 

(２) その他町長が特に必要と認める者 

（事業内容） 

第４条 事業は、次に掲げるとおりとする。 

(１) 障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーデ

ィネート及び相談 

(２) 障害者等の介護を行う者の疾病時又は障害者等の緊急時の受入れ及び

対応 

(３) 福祉施設から地域生活への移行、親元からの自立等に当たってのひと

り暮らしの体験の機会及び場の提供 

(４) 専門的な対応に係る体制の確保及び専門的な人材の養成 

(５) 障害者等の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保及び地

域の社会資源の連携体制の構築等 

（申請等） 
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第５条 事業を実施しようとする者（以下「申請者」という。）は、扶桑町地

域生活支援拠点等事業所登録申請書（様式第１）を町長に提出しなければな

らない。 

２ 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めると

きは扶桑町地域生活支援拠点等事業所登録通知書（様式第２）を、不適当と

認めるときはその旨を記載した書面を申請者にそれぞれ交付するものとする。 

３ 町長は、前項の登録をした事業所（以下「登録事業所」という。）を扶桑

町地域生活支援拠点等の機能を担う事業所に係る名簿に記載し、管理するも

のとする。 

４ 登録事業所は、当該事業所の定める運営規程に地域生活支援拠点等の機能

を担う旨を規定し、当該運営規程の写しを町長に提出しなければならない。 

５ 登録事業所は、実施した事業の内容に係る記録を作成の上、５年間保存し、

町長から請求があった場合には、当該記録に係る書類を提出しなければなら

ない。 

（登録の変更等） 

第６条 登録事業所は、登録に係る事業所の名称、所在地等に変更があったと

きは扶桑町地域生活支援拠点等事業所登録変更届出書（様式第３）を、登録

に係る事業を廃止し、休止し、又は再開したときは扶桑町地域生活支援拠点

等事業所廃止・休止・再開届出書（様式第４）を遅滞なく町長に届け出るも

のとする。 

（遵守事項） 

第７条 登録事業所は、事業の実施に当たっては、障害者等及びその家族の権

利擁護に十分留意しなければならない。 

（委任） 

第８条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 



3/6 

様式第１（第５条関係） 
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様式第２（第５条関係） 
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様式第３（第６条関係） 
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様式第４（第６条関係） 

 


